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株式会社ラーメン一番本部及びキッチンカトー株式会社の 

民事再生の支援に関するお知らせ 
 

  

当社は、平成19年8月30日に大阪地方裁判所に対して民事再生手続の申立を行いました株式会社ラ

ーメン一番本部及びキッチンカトー株式会社との間で、平成19年8月30日付けで、事業譲渡契約を締

結し、裁判所の許可を得ることを条件として、事業の主要な部分を譲り受ける形で支援を行うことと

いたしました。 

 

記 

 

1. 支援の理由 

   株式会社ラーメン一番本部（代表者：加藤博一、所在地：大阪府大阪市福島区、設立：平成13年

3月）は、180円の低価格ラーメンをコンセプトに、「びっくりラーメン」等の屋号で、関西を中心

に、西日本、中部、関東で189店舗を展開しております。しかしながら急激な出店政策にともなう

人員の不足、競争激化による売上の低迷等により、経営収支が悪化し、平成19年8月30日民事再生

手続の申立を行うこととなりました。一方、キッチンカトー株式会社（代表者：加藤博一、所在地：

大阪府大阪市福島区、設立：平成13年2月）は、株式会社ラーメン一番本部の100％子会社で、同社

の麺、スープ、その他食材の製造部門を担っておりましたが、株式会社ラーメン一番本部の収益の

悪化にともない、同日付で民事再生手続の申立を行うこととなりました。 

株式会社ラーメン一番本部及びキッチンカトー株式会社が保有するラーメン事業に係るノウハ

ウは、当社にとっても将来における事業領域拡大のための重要な経営資源となるものと考え、この

度の支援を決定いたしました。これらに当社のノウハウを活かし、経営体制の強化を図ることで、

事業の成長、企業価値の拡大を図ってまいりたいと考えております。 

 

 

2. 支援の内容 

   当社は、民事再生手続の中で、裁判所による事業譲渡許可を条件に株式会社ラーメン一番本部の

経営する店舗（一部の店舗を除く）ならびにキッチンカトー株式会社が所有する工場等の事業の譲

受けを行うものであります。 

 

 以 上 
 


